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野洲市景観審議会の役割 

  野洲市景観条例（平成 24 年 3 月 26 日公布）で位置付け 

 

     所掌事務 

○ 景観条例で審議会の意見を聴くことが規定されているもの 

・ 第 5 条 2 項 景観計画を定める時又は変更する時（義務規定） 

・ 第 9 条 1 項 届出に対し勧告をする場合（任意規定） 

・ 第 12 条   変更を命令する場合（義務規定） 

・ 第 13 条 1 項 景観重要建造物を指定する場合（任意規定） 

・ 第 13 条 2 項 景観重要建造物の現状に回復を命令する場合（義務規定） 

・ 第 13 条 4 項 景観重要建造物の届出変更を勧告する場合（義務規定） 

・ 第 14 条 1 項 景観重要樹木を指定する場合（任意規定） 

・ 第 14 条 2 項 景観重要樹木の現状に回復を命令する場合（義務規定） 

・ 第 14 条 4 項 景観重要樹木の届出変更を勧告する場合（義務規定） 

○ 景観形成に関する市長の諮問に応じ調査審議を行う 

○ 景観形成に関し市長に意見が述べられる 

 

委員 

学識経験者および市長が適当と認めるもので 10 名以内 

任期は 2 年 

組織及び運営に関し必要な事項は規則で定める 

 

（施行規則） 

① 会長 

・ 会長は委員の互選で選ばれる 

・ 会長は会務を総理し、審議会を代表する 

・ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたるときは、予め会長の指名する委員が職務

を代理する 

② 会議 

・ 会議は会長が召集 

・ 会長が議長になる 

・ 委員の半数以上の出席がなければ開けない 

・ 議事は出席議員の過半数で決し、同数の場合は、議長が決する 

③ 専門部会 

・ 必要に応じ、専門部会を置くことが出来る 

・ 委員のうち会長が指名するものをもって組織 

・ 部会長は会長が指名する委員 

・ 部会長は部会を総理し、専門部会を代表する 

・ 専門部会の議決をもって審議会の議決とすることができる 

④ 関係者の出席 

・ 必要があると認めるときは関係者の出席を求め、その説明を受け、又は意見を聴くこと

ができる 

⑤ その他 

・ 規則の外、運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める 
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景観計画策定までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

景観資源の現状把握 

景観形成方針の決定（H23．9） 

重点地区（野洲駅南地区）の 
景観形成の考え方の決定 

景観計画の決定告示・縦覧（H24．10 頃） 

平成 22～23 年度 

野洲市の景観を考える委員会 

（８回開催） 

平成 24 年度 

野洲市景観審議会 

（３回予定） 

[景観条例(案)] 

パブリックコメント 

第 1 回「野洲駅南地区」に 

おける景観形成の懇談会 

[景観形成方針(案)] 

パブリックコメント・フォーラム 

[景観計画(案)] 

市民説明会・パブリックコメント 

景観行政団体へ移行・野洲市景観条例全部施行（H24．6．１） 

野洲市景観条例一部施行（H24．4．１） 

第 1 回野洲市景観審議会（H24．5．30） 

景観計画策定の考え方の決定 

第 2 回「野洲駅南地区」に 

おける景観形成の懇談会 


